
一　

は
じ
め
に

　

作
業
関
連
疾
病
（��������������������

���������������������
）
と
は
何
か
。
こ
れ
は
、
労
働
関
連
疾
病
と
も
呼
ば
れ
、
労
働
者
の
業
務
が
主
因
で
は
な

い
が
、
私
生
活
や
素
因
（
遺
伝
的
、
体
質
的
に
あ
る
特
定
の
疾
病
に
か
か
り
や
す
い
状
態
）、
基
礎
疾
病
（
現
在
の
疾
病
に
先
行
し
て
存

在
し
、
現
在
の
疾
病
発
症
の
基
礎
と
な
る
病
的
状
態
）、
既
存
疾
病
（
か
つ
て
発
病
し
た
疾
病
が
、
既
に
治
癒
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
療
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養
を
要
し
な
い
程
度
に
回
復
し
て
い
る
状
態
）
等
の
要
因
と
と
も
に
発
症
過
程
に
何
ら
か
の
関
係
を
も
つ
疾
病
を
い
う�
。
つ
ま
り
、
作
業

関
連
疾
病
は
、
単
一
の
要
因
に
よ
る
職
業
性
疾
病
（
職
業
病
）
と
は
異
な
り
、
複
数
の
要
因
が
関
与
し
て
発
症
す
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、

職
業
性
疾
病
の
減
少
と
と
も
に
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る�
。
た
と
え
ば
、
脳
血
管
疾
患
、
心
臓
疾
患
、
呼
吸
器
疾
患
、
腰
痛
、

精
神
障
害
な
ど
が
対
象
と
な
る
疾
病
で
あ
る
。
近
年
、
医
学
用
語
で
も
な
く
法
律
用
語
で
も
な
い
「
過
労
死
」、「
過
労
自
殺
」
と
い
っ
た

用
語
が
聞
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
過
重
な
業
務
」
に
よ
り
動
脈
硬
化
、
動
脈
瘤
な
ど
の
基
礎
疾
病
が
自
然
的
経
過
を
超
え
て
著
し
く

増
悪
し
、
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心
疾
患
を
発
症
し
死
に
至
る
場
合
（
循
環
器
系
疾
患
死
）
や
、「
過
重
な
業
務
」（
業
務
に
よ
る
著
し
い

心
理
的
負
荷
）
か
ら
精
神
障
害
（
う
つ
病
）
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
自
殺
し
た
場
合
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心

疾
患
、
精
神
障
害
を
め
ぐ
る
裁
判
例
は
増
加
し
て
お
り
、
社
会
的
に
も
注
目
を
集
め
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
一
方
、
最

近
、
こ
れ
ら
の
疾
病
に
関
す
る
裁
判
例
と
は
異
な
り
、
貿
易
会
社
の
営
業
員
が
海
外
出
張
中
に
発
症
し
た
穿
孔
性
十
二
指
腸
潰
瘍
の
業
務

起
因
性
（
業
務
上
の
疾
病
と
し
て
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
以
下
、
労
災
保
険
法
と
い
う
）
に
基
づ
き
療
養
補
償
給
付
が
受
給
で
き

る
か
否
か
）
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
の
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た�
。
十
二
指
腸
潰
瘍
と
い
っ
た
比
較
的
身
近
な
消
化
器
系
疾
病
の
業
務
起

因
性
に
関
し
て
、
最
高
裁
が
初
め
て
判
断
を
下
し
た
こ
と
か
ら
話
題
を
呼
ん
だ
。
消
化
性
潰
瘍
（
胃
・
十
二
指
腸
潰
瘍
）
は
、
一
般
的

に
、
強
度
の
心
身
ス
ト
レ
ス
や
ピ
ロ
リ
菌
の
作
用
等
に
よ
り
発
症
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
る
が
、
い
か
な
る
場
合
に
、
業
務
上
の
疾

病
と
し
て
労
災
補
償
の
対
象
と
な
る
か
に
つ
い
て
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
後
、
本
件
最
高
裁
判
決
を
機
に
消
化
器
系
疾
病

の
業
務
起
因
性
を
争
う
事
案
が
増
加
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
作
業
関
連
疾
病
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
裁
判
例
の
蓄
積
さ
れ
た
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心
疾
患
、
精

（
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神
障
害
に
関
す
る
事
案
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
消
化
性
潰
瘍
の
業
務
起
因
性
が
問
題
と
な
っ
た
本
件
最
高
裁
判
決
を
分
析
し
、
そ
の

特
徴
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
最
後
に
、
作
業
関
連
疾
病
に
対
す
る
労
災
補
償
（
事
後
救
済
）、
健
康
管
理
等
の
労
災
予
防
（
事

前
予
防
）
に
つ
い
て
も
若
干
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

な
お
、
労
働
災
害
の
被
災
者
及
び
遺
族
を
法
的
に
救
済
す
る
方
法
と
し
て
、
日
本
で
は
、
労
働
基
準
法
（
労
基
法
）
な
い
し
は
労
災
保

険
法
に
基
づ
く
災
害
補
償
・
労
災
保
険
給
付
請
求
と
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
・
注
意
義
務
違
反
を
理
由
と
し
た
民
事
損
害
賠
償
請
求
が

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
の
う
ち
、
今
日
、
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
労
災
保
険
給
付
請
求
の
場
合
を
労
災
補
償
と
し
て
考

察
の
対
象
に
し
て
い
る
。二　

最
高
裁
判
決
紹
介

　

で
は
ま
ず
、
少
々
長
く
な
る
が
、
前
述
の
最
高
裁
判
決
を
紹
介
し
よ
う
。

１．

事
実
の
概
要

　
�
　

Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
は
、
貿
易
会
社
で
あ
る
訴
外
Ａ
社
で
営
業
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
Ｘ
は
、
海
外
出
張
中
の

平
成
元
年
一
二
月
七
日
に
穿
孔
性
十
二
指
腸
潰
瘍
（
以
下
「
本
件
疾
病
」
と
い
う
）
を
発
症
し
た
こ
と
に
つ
き
、
同
二
年
三
月
一
三
日
付

け
で
被
上
告
人
Ｙ
（
神
戸
東
労
働
基
準
監
督
署
長
）
に
対
し
、
労
災
保
険
法
一
二
条
の
八
第
一
項
に
基
づ
き
療
養
補
償
給
付
の
請
求
を
し

た
と
こ
ろ
、
Ｙ
か
ら
本
件
疾
病
は
業
務
に
起
因
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
同
年
七
月
一
九
日
付
け
で
不
支
給
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決
定
（
以
下
「
本
件
処
分
」
と
い
う
）
を
受
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
本
件
処
分
の
取
消
し
を
求
め
た
も
の
が
本
件
で
あ
る
。

　

な
お
、
Ｘ
は
、
本
件
処
分
を
不
服
と
し
て
、
同
年
九
月
六
日
付
け
で
兵
庫
県
労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
官
に
対
し
審
査
請
求
を
し
た

が
、
平
成
四
年
九
月
三
〇
日
付
で
棄
却
決
定
が
さ
れ
、
さ
ら
に
平
成
五
年
一
月
一
四
日
に
労
働
保
険
審
査
会
に
対
し
再
審
査
請
求
を
し
た

が
、
平
成
七
年
一
一
月
一
七
日
付
け
で
請
求
棄
却
の
裁
決
が
な
さ
れ
た
た
め
、
本
件
処
分
の
取
消
し
を
求
め
て
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
後

述
す
る
通
り
、
一
審
（
神
戸
地
判
平
成
一
一
・
七
・
二
九
）
及
び
控
訴
審
（
原
審
）（
大
阪
高
判
平
成
一
二
・
七
・
三
一
）
は
当
該
請
求
を

棄
却
し
て
い
る
。

　
�
　

Ｘ
の
通
常
業
務
は
、
海
外
の
顧
客
と
の
通
信
文
書
の
原
文
作
成
、
商
品
製
造
業
者
と
の
価
格
、
納
期
等
の
交
渉
、
顧
客
か
ら
の
依

頼
に
対
す
る
回
答
、
新
し
い
商
品
の
探
索
、
海
外
の
代
理
店
へ
の
指
示
な
ど
で
あ
り
、
所
定
労
働
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
三

〇
分
ま
で
の
う
ち
休
憩
時
間
を
除
い
た
七
時
間
三
〇
分
で
、
所
定
休
日
は
、
土
曜
日
、
日
曜
日
、
夏
期
休
暇
七
日
間
及
び
冬
期
休
暇
一
四

日
間
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
一
年
間
に
四
回
程
度
海
外
出
張
（
香
港
な
い
し
台
湾
の
Ａ
社
の
現
地
事
務
所
に
赴
き
打
合
せ
を
し
、
目
的
国
（
約

一
か
所
）
で
商
談
等
を
行
う
）
を
し
て
い
た
。
な
お
、
出
張
が
な
い
月
に
は
ほ
と
ん
ど
時
間
外
労
働
又
は
休
日
労
働
を
し
て
お
ら
ず
、
出

張
を
し
た
月
に
つ
い
て
も
、
時
間
外
労
働
は
一
八
時
間
、
休
日
労
働
は
三
日
間
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
�
　

Ｘ
は
、
平
成
元
年
一
一
月
二
〇
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
、
大
阪
、
東
京
、
三
重
等
に
国
内
出
張
（
以
下
「
本
件
国
内
出
張
」
と

い
う
）
を
し
、
海
外
の
顧
客
を
前
記
各
地
の
事
業
所
に
案
内
し
て
商
談
な
い
し
接
待
を
行
っ
た
（
五
日
間
の
商
談
そ
の
他
の
付
随
業
務
及

び
接
待
に
要
し
た
時
間
は
、
合
計
六
八
時
間
（
一
日
当
た
り
平
均
一
三．

六
時
間
））。
翌
二
五
日
は
休
日
で
あ
っ
た
が
、
前
日
ま
で
の
記

録
の
整
理
及
び
翌
二
六
日
か
ら
一
二
月
九
日
ま
で
の
海
外
出
張
（
以
下
「
本
件
海
外
出
張
」
と
い
い
、
本
件
国
内
出
張
と
併
せ
て
「
本
件
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各
出
張
」
と
い
う
）
の
準
備
を
行
っ
た
。

　

本
件
海
外
出
張
は
、
大
韓
民
国
、
台
湾
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
イ
シ
ア
、
タ
イ
及
び
香
港
を
出
張
先
と
し
、
Ａ
社
の
Ｃ
社
長
と
共

に
、
英
国
の
顧
客
で
あ
る
訴
外
Ｂ
社
の
取
締
役
二
名
の
出
張
に
随
行
し
、
現
地
代
理
店
の
業
務
の
促
進
、
営
業
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
、

Ｂ
社
と
の
取
引
拡
大
を
か
け
た
重
要
な
出
張
で
あ
っ
た
。

　

Ｘ
は
、
本
件
海
外
出
張
中
の
一
二
月
四
日
か
ら
食
欲
減
退
を
訴
え
て
い
た
が
、
六
日
ま
で
商
談
と
接
待
を
行
っ
て
い
た
（
一
一
日
間
の

接
待
を
含
む
労
働
時
間
は
合
計
一
四
四．

五
時
間
（
一
日
当
た
り
平
均
一
三．

一
時
間
）
で
あ
り
、
時
間
外
労
働
は
六
二
時
間
、
休
日
労

働
は
二
日
間
）。

　

Ｘ
は
、
一
二
月
七
日
、
商
談
後
、
航
空
機
で
バ
ン
コ
ク
か
ら
香
港
へ
移
動
す
る
途
中
で
腹
痛
を
訴
え
、
到
着
後
も
腹
痛
が
治
ま
ら
ず
、

同
日
夜
に
ホ
テ
ル
か
ら
救
急
車
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
入
院
し
た
。
翌
八
日
に
抗
潰
瘍
剤
の
投
与
を
受
け
た
が
、
九
日
に
本
件
疾
病
と
診
断

さ
れ
て
開
腹
手
術
な
ど
の
治
療
を
受
け
た
。
翌
平
成
二
年
初
め
頃
か
ら
は
回
復
に
向
か
い
、
そ
の
後
退
院
し
た
。

　
�
　

Ｘ
は
、
昭
和
二
七
年
に
出
生
し
、
昭
和
四
四
年
頃
（
一
七
歳
頃
）
に
十
二
指
腸
潰
瘍
に
罹
患
し
、
同
五
五
年
頃
（
二
八
歳
頃
）
に

も
十
二
指
腸
潰
瘍
の
傾
向
が
あ
る
と
し
て
治
療
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、
同
六
三
年
二
月
（
三
六
歳
）、
腹
部
に
痛
み
が
あ
っ
た
た
め
病
院

で
受
診
し
た
と
こ
ろ
、
十
二
指
腸
球
部
に
活
動
期
の
潰
瘍
二
個
及
び
治
癒
期
の
潰
瘍
一
個
が
発
見
さ
れ
、
抗
潰
瘍
剤
の
投
与
と
食
事
指
導

の
治
療
を
受
け
、
同
年
三
月
一
日
に
は
自
覚
症
状
が
消
失
し
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
同
年
四
月
二
五
日
に
胃
内
視
鏡
検
査
の
予
約
を
し
た
が

来
院
せ
ず
、
更
に
二
回
の
通
院
後
、
同
年
六
月
二
八
日
以
降
翌
年
一
二
月
（
三
七
歳
）
の
本
件
疾
病
発
症
に
至
る
ま
で
通
院
し
て
お
ら

ず
、
医
師
の
処
方
に
よ
る
抗
潰
瘍
剤
も
服
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
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�
　

一
審
は
、
業
務
の
過
重
性
に
つ
い
て
、
Ｘ
の
本
件
海
外
出
張
は
、
一
二
日
間
に
五
カ
国
に
わ
た
る
過
密
な
日
程
で
あ
り
、
取
引
拡

大
の
重
要
な
機
会
と
し
て
Ｂ
社
取
締
役
に
同
行
し
、
商
談
後
の
接
待
ほ
か
業
務
報
告
書
作
成
な
ど
の
作
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ

の
通
常
業
務
及
び
本
件
海
外
出
張
以
前
の
海
外
出
張
と
比
較
し
て
厳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
本
件
各
出
張
に
よ
り
Ｘ

に
精
神
的
・
肉
体
的
負
担
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、「
本
件
各
出
張
に
よ
り
Ｘ
の
受
け
た
ス
ト
レ
ス
は
著
し
い
も
の
と
ま

で
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
た
。
一
方
、「
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
（
Ｈ
・
Ｐ
）
菌
感
染
者
が
十
二
指
腸
潰
瘍
を
発
症
し
た
場
合
、

Ｈ
・
Ｐ
菌
除
菌
に
成
功
し
な
い
限
り
そ
の
再
発
可
能
性
は
高
く
、
特
に
Ｈ
二
受
容
体
拮
抗
薬
な
ど
の
抗
潰
瘍
剤
に
よ
る
維
持
療
法
を
怠
っ

た
場
合
、
再
発
率
は
非
常
に
高
い
」
と
の
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
、「
Ｘ
が
前
回
の
疾
病
後
に
十
二
指
腸
潰
瘍
の
維
持
療
法
を
怠
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
Ｘ
の
私
病
の
状
態
が
本
件
疾
病
発
症
の
原
因
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、「
Ｘ
の
ス
ト
レ
ス
が
、
本
件
疾
病
の
発
症
に
い
く
ら
か
寄
与
し
た
と
し
て
も
、
ス
ト
レ
ス
が
相
対
的
に
有
力
な
原
因
と
し

て
本
件
疾
病
を
発
症
さ
せ
た
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
疾
病
に
つ
い
て
、
本
件
各
出
張
中
の
業
務
に
内
在
す
る
危
険
が
現
実

化
し
た
も
の
と
考
え
る
の
は
相
当
で
な
い
」
と
述
べ
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

　

Ｘ
は
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
も
ま
た
、「
本
件
海
外
出
張
が
、
一
二
日
間
に
五
カ
国
を
回
る
過
密
な
日
程
で
あ
り
、
し
か
も
重
要
な
出

張
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
も
Ｘ
に
著
し
い
ス
ト
レ
ス
を
与
え
た
と
ま
で
は
認
め
が
た
く
、
ま
た
脳
血
管
疾
患
お
よ
び
虚
血
性

心
疾
患
等
の
認
定
基
準
（
平
成
七
・
二
・
一
基
発
三
八
号
）
に
い
う
「
異
常
な
出
来
事
」
に
匹
敵
す
る
過
重
な
業
務
と
は
い
え
な
い
」
と

し
て
、
原
判
決
の
判
断
を
支
持
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

　

な
お
、
控
訴
審
は
、「
Ｘ
が
本
件
各
出
張
前
に
は
自
覚
症
状
が
な
く
、
出
張
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
十
二
指
腸
潰
瘍
が
発
症
し
た
こ
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と
に
照
ら
す
と
、
ス
ト
レ
ス
が
右
発
症
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
本
件
各
出
張
が
特
に
過
重
な
業
務
で
あ
る
と
ま
で

は
い
え
な
い
う
え
、
Ｈ
・
Ｐ
菌
感
染
者
が
十
二
指
腸
潰
瘍
を
発
症
し
た
場
合
に
お
い
て
、
特
に
Ｈ
二
受
容
体
拮
抗
薬
な
ど
の
抗
潰
瘍
剤
に

よ
る
維
持
療
法
を
怠
っ
た
場
合
、
再
発
率
が
非
常
に
高
い
こ
と
は
、
本
件
疾
病
の
原
因
を
判
断
す
る
う
え
に
お
い
て
重
視
せ
ざ
る
を
得
な

い
事
情
で
あ
っ
て
、
以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
ス
ト
レ
ス
が
相
対
的
に
有
力
な
原
因
と
し
て
本
件
疾
病
を
発
症
さ
せ
た
と
認
め
る
に
は

な
お
疑
問
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

２．

判
決
要
旨�
破
棄
自
判

　
�
　
「
十
二
指
腸
潰
瘍
そ
の
他
の
消
化
性
潰
瘍
は
、
胃
液
中
の
塩
酸
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
た
ペ
プ
シ
ン
の
消
化
作
用
に
生
ず
る
胃
や

十
二
指
腸
を
中
心
と
し
た
上
部
消
化
管
の
壁
組
織
欠
損
を
い
い
、
穿
孔
は
そ
の
合
併
症
で
あ
る
。
消
化
性
潰
瘍
の
発
生
の
要
因
と
な
る
も

の
は
、
遺
伝
的
又
は
体
質
的
素
因
と
し
て
の
生
物
学
的
要
因
、
潰
瘍
患
者
が
示
す
一
定
の
性
格
や
行
動
様
式
と
い
っ
た
心
理
的
要
因
及
び

ス
ト
レ
ス
刺
激
と
な
る
社
会
的
要
因
の
三
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
時
に
お
い
て
は
、
人
の
胃
粘
膜
な
ど
に
生
育
す
る
グ
ラ

ム
陰
性
の
螺
旋
菌
で
あ
る
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
菌
へ
の
感
染
が
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
消
化
性
潰
瘍
は
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ

リ
菌
感
染
に
伴
う
胃
粘
膜
傷
害
等
に
ス
ト
レ
ス
等
の
複
数
の
要
因
が
加
味
さ
れ
て
発
生
す
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

消
化
性
潰
瘍
に
罹
患
し
た
患
者
の
中
で
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
菌
の
除
菌
に
成
功
し
た
例
と
そ
う
で
な
い
例
と
の
間
で
は
再
発
率
に

格
段
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。」
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�
　
「
Ｘ
が
本
件
発
病
以
前
に
前
記
の
通
り
十
二
指
腸
潰
瘍
の
既
往
を
有
し
、
本
件
疾
病
が
前
回
の
疾
病
と
ほ
ぼ
同
一
部
位
に
生
じ
て

い
る
こ
と
、
壮
年
期
以
降
の
日
本
人
の
六
〇
％
程
度
は
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
菌
に
感
染
し
て
い
る
旨
の
平
成
八
年
発
表
の
報
告
が

あ
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
本
件
疾
病
は
、
Ｘ
の
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
菌
感
染
を
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
Ｘ
の
既
往
症
で
あ
る
慢
性
十

二
指
腸
潰
瘍
が
再
発
し
て
穿
孔
に
至
っ
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。
本
件
疾
病
の
治
療
を
行
っ
た
三
人
の
医
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
件
疾
病

に
つ
い
て
、
Ｘ
の
海
外
出
張
中
の
業
務
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
の
た
め
、
慢
性
十
二
指
腸
潰
瘍
が
悪
化
し
、
穿
孔
が
起
こ
っ
た
可
能
性
が
高
い

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。」

　
�
　
「
上
記
事
実
関
係
等
の
下
に
お
い
て
、
原
審
は
、
本
件
各
出
張
が
Ｘ
に
著
し
い
ス
ト
レ
ス
を
与
え
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
上
、

Ｘ
が
前
回
の
疾
病
後
に
十
二
指
腸
潰
瘍
の
治
療
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
こ
と
が
本
件
疾
病
発
症
の
原
因
で
は
な
い
か
と

疑
わ
れ
、
Ｘ
の
上
記
ス
ト
レ
ス
が
相
対
的
に
有
力
な
原
因
と
し
て
本
件
疾
病
を
発
症
さ
せ
た
と
ま
で
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
疾

病
が
本
件
各
出
張
中
の
業
務
上
の
ス
ト
レ
ス
に
起
因
す
る
疾
病
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
原
審
の
上

記
判
断
は
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。」

　
�
　
「
前
記
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
が
本
件
疾
病
の
発
症
以
前
に
そ
の
基
礎
と
な
り
得
る
素
因
又
は
疾
患
を
有
し
て
い
た
こ
と
は

否
定
し
が
た
い
が
、
同
基
礎
疾
患
等
が
他
に
発
症
因
子
が
な
く
て
も
そ
の
自
然
の
経
過
に
よ
り
穿
孔
を
生
ず
る
寸
前
に
ま
で
進
行
し
て
い

た
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
疾
病
を
発
症
す
る
に
至
る
ま
で
の
Ｘ
の
勤
務
状
況
は
、
四
日
間
に
わ
た
っ
て
本
件
国
内
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出
張
を
し
た
後
、
一
日
お
い
た
だ
け
で
、
外
国
人
社
長
と
共
に
、
有
力
な
取
引
先
で
あ
る
英
国
会
社
と
の
取
引
拡
大
の
た
め
に
重
要
な
意

義
を
有
す
る
本
件
海
外
出
張
に
、
英
国
人
顧
客
に
同
行
し
、
一
四
日
間
に
六
つ
の
国
と
地
域
を
回
る
過
密
な
日
程
の
下
に
、
一
二
日
間
に

わ
た
り
、
休
日
も
な
く
、
連
日
長
時
間
の
勤
務
を
続
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
Ｘ
に
は
通
常
の
勤
務
状
況
に
照
ら

し
て
異
例
に
強
い
精
神
的
及
び
肉
体
的
な
負
担
が
掛
か
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
本
件
各
出
張

は
、
客
観
的
に
み
て
、
特
に
過
重
な
業
務
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
本
件
疾
病
に
つ
い
て
、
他
に
確
た
る
発
症
因
子
が

あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
疾
病
は
、
上
告
人
の
有
し
て
い
た
基
礎
疾
患
等
が
本
件
各
出
張
と
い
う
特
に
過

重
な
業
務
の
遂
行
に
よ
り
そ
の
自
然
の
経
過
を
超
え
て
急
激
に
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
し
た
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
Ｘ

の
業
務
の
遂
行
と
本
件
疾
病
の
発
症
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
疾
病
は
、
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
に
い
う
業
務
上
の
疾
病
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

三　

検　

討

　

そ
れ
で
は
、
前
述
し
た
最
高
裁
判
決
の
分
析
を
行
お
う�
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
本
件
疾
病
で
あ
る
穿
孔
性
十
二
指
腸
潰
瘍
に
業
務
起
因
性
が

認
め
ら
れ
、
業
務
上
の
疾
病
と
し
て
労
災
補
償
給
付
の
支
給
対
象
と
な
る
か
否
か
で
あ
る
。
本
件
は
、
消
化
器
系
の
疾
病
が
業
務
上
の
疾

病
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
、
作
業
関
連
疾
病
と
し
て
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心
疾
患
の
事
例

な
ど
で
示
さ
れ
た
業
務
起
因
性
の
判
断
枠
組
み
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
本
件
の
特
徴
と
問
題
点
を
指
摘
し
よ
う
。

（
４
）
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１．

作
業
関
連
疾
病
と
業
務
上
の
疾
病

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
労
働
者
の
業
務
が
、
主
因
で
は
な
い
が
、
私
生
活
や
素
因
・
基
礎
疾
病
な
ど
の
要
因
と
と
も
に
発
症
過
程
に
何

ら
か
の
関
係
を
有
す
る
疾
病
は
作
業
関
連
疾
病
と
呼
ば
れ
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
脳
出
血
・
脳
梗
塞
、
心
筋
梗
塞
な
ど
の
中
枢
神
経
・

循
環
器
疾
患
が
あ
る
が
、
本
件
疾
病
で
あ
る
穿
孔
性
十
二
指
腸
潰
瘍
も
そ
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
作
業
関
連
疾
病
が
労
災
保

険
給
付
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
業
務
上
の
疾
病
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
労
災
保
険
法
七
条
）、
ま
た
労
基
法
上
の
災
害
補
償
事
由
が

生
じ
た
場
合
に
労
災
保
険
給
付
を
行
う
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
労
災
保
険
法
一
二
条
の
八
第
二
項
）、
補
償
の
対
象
と
な
る
業
務

上
疾
病
の
範
囲
は
次
の
労
基
法
に
定
め
る
範
囲
と
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
労
基
法
は
、
業
務
上
の
疾
病
の
範
囲
を
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
こ
と
と
し
（
労
基
法
七
五
条
二
項
）、
そ
れ
を
受
け
て
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
以
下
「
労
規
則
」
と
い
う
）
三
五
条
に
基
づ
き
労

規
則
別
表
一
の
二
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
に
は
業
務
上
の
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病
の
ほ
か
、
特
定
の
有
害
因
子
を
含
む
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
業
務
に
起
因
し
て
発
症
し
う
る
こ
と
が
医
学
経
験
則
上
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
疾
病
を
類
型
的
に
列
挙

し
、
第
八
号
に
「
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
疾
病
」、
第
九
号
に
「
そ
の
他
業
務
に
起
因
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
疾
病
」
を
規
定
し
て
、

個
々
の
事
例
に
即
し
て
業
務
起
因
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
疾
病
を
補
償
の
対
象
と
し
て
お
り�
、
多
く
の
作
業
関
連
疾
病
は
第
九
号
に
該

当
す
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
九
号
の
疾
病
に
つ
い
て
は
、
第
八
号
ま
で
の
疾
病
の
よ
う
に
業
務
起
因
性
を
一
般
的
に

推
定
で
き
る
疾
病
と
し
て
特
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
が
、「
業
務
起
因
性
に
つ
い
て
の
医
学
的
知
見
が
第
八
号
ま
で
の
疾
病
に
準
ず

る
と
認
め
ら
れ
る
疾
病
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
第
九
号
は
単
な
る
白
紙
の
包
括
的
救
済
規
定
で
は
な
く
、
個
別
的
に
「
請
求
人
に
よ
る

相
当
因
果
関
係
の
十
分
な
立
証
を
要
す
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る�
。

（
５
）

（
６
）
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２．

既
往
症
（
既
存
疾
病
）
等
を
有
す
る
場
合
の
業
務
起
因
性
の
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て

　

以
上
の
よ
う
に
、
業
務
上
の
疾
病
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
業
務
と
疾
病
と
の
間
に
一
定
の
因
果
関
係
（
業
務
起
因
性
）
が
存
在
す

る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
業
務
起
因
性
に
関
し
て
、
学
説
は
業
務
関
連
性
説
、
合
理
的
関
連
性
説
、
相
当
因
果
関
係
説
等
が
主
張
さ
れ

て
い
る
が�
、
行
政
解
釈
は
、
業
務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
傷
病
等
が
業
務
と
条
件
関
係
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
か

と
い
っ
て
業
務
が
傷
病
等
の
最
有
力
原
因
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
が
、
傷
病
等
の
原
因
の
う
ち
、
業
務
が
相
対
的
に
有
力
な
原
因

で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
、
こ
の
相
対
的
に
有
力
な
原
因
で
あ
る
こ
と
を
原
因
と
結
果
と
が
経
験
法
則
上
必
要
な
関
係
に
あ
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
「
相
当
因
果
関
係
」
と
呼
ん
で
い
る�
。

　

と
こ
ろ
で
、
作
業
関
連
疾
病
等
の
よ
う
に
業
務
上
の
要
因
の
ほ
か
に
、
素
因
、
基
礎
疾
病
、
既
存
疾
病
が
存
在
す
る
場
合
（
複
数
の
原

因
が
競
合
す
る
場
合
）
に
つ
い
て
は
、
業
務
起
因
性
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
行
政

解
釈
は
、
労
働
者
が
業
務
と
は
関
係
の
な
い
基
礎
疾
病
ま
た
は
既
存
疾
病
を
有
し
て
い
た
場
合
で
、
当
該
基
礎
疾
病
ま
た
は
既
存
疾
病
が

労
働
に
支
障
の
な
い
程
度
の
状
態
に
あ
っ
た
と
き
に
何
ら
か
の
原
因
で
増
悪
し
、
発
症
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
増
悪
し
、
発
症
し
た

経
緯
又
は
病
態
が
、
当
該
基
礎
疾
病
又
は
既
存
疾
病
の
自
然
経
過
や
他
の
原
因
に
よ
る
も
の
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
業
務
上
の
有
害
因

子
に
曝
露
し
た
こ
と
に
よ
り
、
基
礎
疾
病
又
は
既
存
疾
病
の
自
然
経
過
を
超
え
て
著
明
に
増
悪
し
、
発
症
し
た
と
医
学
的
に
認
め
う
る
場

合
に
は
、
業
務
上
の
疾
病
と
取
り
扱
わ
れ
る
と
す
る�
。
一
方
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
相
当
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
行
政
解
釈
と
同
様
に

相
対
的
有
力
原
因
説
を
と
る
も
の
と
基
礎
疾
病
と
過
重
な
業
務
が
共
働
原
因
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
（
共
働
原
因
説
）
と
に
大
別
さ

れ
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
裁
判
所
事
務
官
（
廷
吏
）
が
脳
出
血
・
く
も
膜
下
出
血
死
し
た
事
件
に
お
い
て
業
務
起
因
性
を
相
当
因
果

（
７
）

（
８
）
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９
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関
係
と
解
し
て
い
る
が�
、
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て
相
対
的
有
力
原
因
説
あ
る
い
は
共
働
原
因
説
の
い
ず
れ
を
支
持
す
る
の
か
、
ま
た
そ

の
意
味
・
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
両
説
は
実
質
的
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
相
違
は
な
い
と
も
指
摘
さ
れ
る�
。

　

な
お
、
第
九
号
の
「
業
務
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
疾
病
」
と
し
て
、
循
環
器
系
の
疾
病
（
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
）

及
び
自
殺
等
を
め
ぐ
り
心
理
的
過
重
負
荷
に
起
因
す
る
「
う
つ
病
」
等
の
精
神
障
害
に
つ
い
て
は
、
医
学
的
知
見
を
踏
ま
え
て
行
政
の
認

定
基
準
（
行
政
解
釈
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る�
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
疾
病
の
よ
う
な
消
化
器
系
潰
瘍
（
胃
・
十
二
指
腸
潰
瘍
）
に
つ
い

て
は
、
九
号
「
業
務
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
疾
病
」
と
し
て
行
政
上
の
認
定
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い�
。
こ
れ
ま
で
、
胃
・
十

二
指
腸
潰
瘍
は
私
病
で
あ
り
、
業
務
上
の
疾
病
と
し
て
労
災
補
償
請
求
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
行
政
上
検
討
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
本
件
に
お
い
て
、
労
災
保
険
法
に
基
づ
く
療
養
補
償
給
付
が
請
求
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
の
松
丸
正
氏
に
よ
れ
ば
、「
本
件
は
海
外
で
発
症
し
た
た
め
、
多
額
の
療
養
費
を
要
し
、
か
つ
海
外
の

医
療
機
関
の
た
め
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
の
で
労
災
請
求
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る�
。
海
外
出
張
中
の
疾
病
に

つ
い
て
は
、
通
常
は
民
間
の
傷
害
保
険
な
ど
で
対
処
さ
れ
る
が
、
今
回
は
多
額
の
療
養
費
を
要
す
る
特
別
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
労
災
補
償

請
求
の
途
を
開
く
も
の
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

３．

穿
孔
性
十
二
指
腸
潰
瘍
と
業
務
起
因
性

　

で
は
、
本
件
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
本
件
疾
病
で
あ
る
穿
孔
性
十
二
指
腸
潰
瘍
の
発
症
に
つ
き
、
最
高
裁
は
、
一
審
及

び
原
審
の
判
断
を
く
つ
が
え
し
て
業
務
起
因
性
が
あ
る
と
し
、
本
件
処
分
を
取
消
し
、
療
養
補
償
給
付
の
支
給
を
認
め
て
い
る
。
本
件
で

（　

）
１０

（　

）
１１

（　

）
１２

（　
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は
業
務
起
因
性
を
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
一
審
及
び
原
審
と
最
高
裁
の
判
断
に
相
違
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。

　

一
審
及
び
原
審
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前
述
の
二
１�
及
び
二
２�
に
あ
る
よ
う
に
、
本
件
各
出
張
が
Ｘ
に
著
し
い
ス
ト
レ
ス
を
与
え
た
と

ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
Ｘ
が
十
二
指
腸
潰
瘍
の
治
療
を
怠
っ
て
い
た
こ
と
（
私
病
の
状
態
）
が
発
症
要
因
と
疑
わ
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
件
各
出
張
に
伴
う
業
務
上
の
ス
ト
レ
ス
が
相
対
的
に
有
力
な
原
因
と
し
て
本
件
疾
病
を
発
症
さ
せ
た
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
、
業
務
起
因
性
を
否
定
し
て
い
る
（
相
対
的
有
力
原
因
説
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
前
述
の
二
２�
に
あ
る
よ
う
に
、
本
件
疾
病
の
発
症
に
つ
き
、
ピ
ロ
リ
菌
感
染
も
要
因
の
一
つ
と
し
て

推
認
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
治
療
の
懈
怠
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
本
件
疾
病
の
治
療
を
行
っ
た

三
人
の
医
師
の
見
解
、
す
な
わ
ち
「
本
件
疾
病
に
つ
い
て
、
Ｘ
の
海
外
出
張
中
の
業
務
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
の
た
め
、
慢
性
十
二
指
腸
潰
瘍

が
悪
化
し
、
穿
孔
が
起
こ
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
の
見
解
を
重
視
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
二
２�
に
あ
る
よ
う

に
、
①
基
礎
疾
患
等
が
他
に
発
症
因
子
が
な
く
て
も
そ
の
自
然
の
経
過
に
よ
り
穿
孔
を
生
ず
る
寸
前
に
ま
で
進
行
し
て
い
た
と
み
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
②
本
件
各
出
張
は
、
客
観
的
に
み
て
、
特
に
過
重
な
業
務
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
本
件
疾
病
に
つ
い
て
、
他
に
確
た

る
発
症
因
子
が
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、「
本
件
疾
病
は
、
Ｘ
の
有
し
て
い
た
基
礎
疾
患
等
が
本
件
各
出
張
と
い
う

特
に
過
重
な
業
務
の
遂
行
に
よ
り
そ
の
自
然
の
経
過
を
超
え
て
急
激
に
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
症
し
た
も
の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ

り
、
Ｘ
の
業
務
の
遂
行
と
本
件
疾
病
の
発
症
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

業
務
起
因
性
の
判
断
枠
組
み
は
、
前
述
の
三
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
か
ら
み
ら
れ
た
相
対
的
有
力
原
因
説
あ
る
い
は
共
働
原
因
説
の
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い
ず
れ
を
支
持
す
る
か
を
言
及
し
な
い
最
高
裁
の
判
断
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る�
。
す
な
わ
ち
、
①
基
礎
疾
病
等
の
既
往

症
の
状
態
、
②
業
務
の
過
重
性
、
③
既
往
症
や
業
務
以
外
の
発
症
原
因
が
な
い
こ
と
、
を
業
務
起
因
性
（
業
務
と
疾
病
と
の
相
当
因
果
関

係
）
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
の
判
断
基
準
と
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
次
に
、
な
ぜ
一
審
及
び
原
審
と
最
高
裁
の
結
論
が
異
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
前
に
、
前
述
し
た
本
件
最
高
裁

の
採
用
し
た
業
務
起
因
性
の
判
断
基
準
①
〜
③
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

４．

十
二
指
腸
潰
瘍
と
い
う
既
往
症
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
通
り
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
最
高
裁
は
、
本
件
疾
病
の
発
症
に
つ
き
、
ピ
ロ
リ
菌
感
染
も
要
因
の
一

つ
と
し
て
推
認
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
治
療
の
懈
怠
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
言
及
せ
ず
、「
本
件
疾
病
に
つ
い
て
、
Ｘ
の
海
外
出
張

中
の
業
務
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
の
た
め
、
慢
性
十
二
指
腸
潰
瘍
が
悪
化
し
、
穿
孔
が
起
こ
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
述
べ
た
本
件
疾
病
の
治

療
を
行
っ
た
三
人
の
医
師
の
見
解
を
重
視
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
一
審
及
び
原
審
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前
述
の
二
１�

及
び
二
２�
に
あ
る
よ
う
に
、
本
件
疾
病
の
発
症
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
ピ
ロ
リ
菌
感
染
を
挙
げ
て
お
り
、
本
件
疾
病
の
再
発
可
能
性
及

び
再
発
防
止
の
た
め
の
維
持
療
法
を
怠
っ
て
い
た
事
実
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

た
し
か
に
、
Ｘ
は
、
昭
和
四
四
年
頃
（
一
七
歳
頃
）
に
十
二
指
腸
潰
瘍
に
罹
患
し
、
同
五
五
年
頃
（
二
八
歳
頃
）
と
同
六
三
年
二
月

（
三
六
歳
）
に
も
治
療
を
受
け
て
お
り
、
再
発
し
や
す
い
素
因
を
有
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
し
、
ま
た
、
壮
年
期
以
降
の
日
本
人
の
六

〇
％
程
度
は
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
菌
に
感
染
し
て
い
る
旨
の
平
成
八
年
発
表
の
報
告
と
と
も
に
、「
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ

（　

）
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（
Ｈ
・
Ｐ
）
菌
感
染
者
が
十
二
指
腸
潰
瘍
を
発
症
し
た
場
合
、
Ｈ
・
Ｐ
菌
除
菌
に
成
功
し
な
い
限
り
そ
の
再
発
可
能
性
は
高
く
、
特
に
Ｈ

二
受
容
体
拮
抗
薬
な
ど
の
抗
潰
瘍
剤
に
よ
る
維
持
療
法
を
怠
っ
た
場
合
、
再
発
率
は
非
常
に
高
い
」
と
の
医
学
的
知
見
は
傾
聴
す
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｘ
が
、
同
六
三
年
二
月
の
三
度
目
の
治
療
後
、
同
年
三
月
に
自
覚
症
状
が
消
失
し
た
た
め
、
本
件
疾
病
発
症
ま

で
通
院
せ
ず
、
医
師
の
処
方
に
よ
る
抗
潰
瘍
剤
も
服
用
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
Ｘ
は
維
持
療
法
を
怠
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
維
持
療
法
に
関
す
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
く
判
断
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
胃
内
視
鏡
検
査
の
予
約
を
し
て
お
き

な
が
ら
来
院
し
な
か
っ
た
た
め
、
内
視
鏡
検
査
等
に
よ
り
ピ
ロ
リ
菌
の
感
染
の
有
無
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
Ｘ
に

対
し
て
、
維
持
療
法
、
除
菌
措
置
ま
で
を
求
め
る
こ
と
は
、
Ｘ
自
身
の
健
康
管
理
な
い
し
は
健
康
保
持
（
義
務
）
と
し
て
適
切
か
否
か
が

問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う�
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
Ａ
会
社
側
の
安
全
配
慮
義
務
な
い
し
は
健
康
配
慮
義
務
違
反
を
理
由
に
Ｘ
が

民
事
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
、
Ｘ
側
の
自
己
健
康
管
理
義
務
違
反
と
し
て
企
業
の
賠
償
額
を
軽
減
す
る
過
失
相
殺
の
重

要
な
要
素
と
は
な
り
え
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う�
。
た
だ
し
、
本
件
は
労
災
補
償
給
付
請
求
（
業
務
上
外
認
定
）
の
ケ
ー
ス
で
あ

る
か
ら
、
当
事
者
の
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
、
業
務
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
の
有
無
に
基
づ
き
業
務
上
か
否
か
を
判
断
す
る
場
合
に
は
、

基
礎
疾
病
に
対
す
る
労
働
者
の
健
康
管
理
努
力
自
体
を
考
慮
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
る�
。
結
局
は
、
当
該
治
療
懈
怠
に

よ
り
基
礎
疾
病
の
悪
化
を
招
き
発
病
に
至
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
治
療
懈
怠
の
有
無
と
は
関
係
な
く
過
重
な
業
務
が
原
因
と
な
っ
て
発
病

し
た
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め�
、
次
に
検
討
す
る
②
業
務
の
過
重
性
の
有
無
が
業
務
起
因
性
の
判
断
に
お
い
て
最
も
重
要
で
あ

る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
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５．

業
務
の
過
重
性

　

そ
こ
で
②
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心
疾
患
の
事
案
に
お
い
て
、
ア．

業
務
の
過
重
性
の
評
価
を
行
う
に
あ
た
っ

て
発
症
前
の
ど
の
期
間
ま
で
を
考
慮
に
入
れ
る
か
（
評
価
期
間
）、
イ．

誰
を
基
準
に
業
務
の
過
重
性
を
判
断
す
る
の
か
（
同
種
労
働
者

基
準
説
、
本
人
基
準
説
）
が
問
題
と
な
っ
て
き
た�
。
本
件
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
と
、
業
務
の
過
重
性
に
つ
い
て
、
前
述
の
二
１�
に
お

い
て
、
一
審
は
、「
Ｘ
の
本
件
海
外
出
張
が
一
二
日
間
に
五
カ
国
に
わ
た
る
過
密
な
日
程
で
あ
り
、
取
引
拡
大
の
重
要
な
機
会
と
し
て
Ｂ

社
取
締
役
に
同
行
し
、
商
談
後
の
接
待
ほ
か
業
務
報
告
書
作
成
な
ど
の
作
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
の
通
常
業
務
及
び
本
件
海
外

出
張
以
前
の
海
外
出
張
と
比
較
し
て
厳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
本
件
各
出
張
に
よ
り
Ｘ
に
精
神
的
・
肉
体
的
負
担
が

か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
本
件
各
出
張
に
よ
り
Ｘ
の
受
け
た
ス
ト
レ
ス
は
著
し
い
も
の
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て

い
る
。
原
審
も
ほ
ぼ
一
審
と
同
様
の
判
断
を
示
し
た
上
、
脳
血
管
疾
患
お
よ
び
虚
血
性
心
疾
患
等
の
認
定
基
準
（
平
成
七
・
二
・
一
基
発

三
八
号
）
に
い
う
「
異
常
な
出
来
事
」
に
匹
敵
す
る
過
重
な
業
務
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
件
の
一
審
及
び
原
審

は
、
本
件
海
外
出
張
が
、「
Ｘ
の
通
常
業
務
及
び
本
件
海
外
出
張
以
前
の
海
外
出
張
と
比
較
し
て
」
厳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
が
、「
Ｘ
の
受
け
た
ス
ト
レ
ス
は
著
し
い
も
の
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
ス
ト
レ
ス
が
著
し
い
も
の

と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、「
本
件
疾
病
を
発
症
す
る
に
至
る
ま
で
の
Ｘ
の
勤
務
状
況
は
、
四
日
間
に
わ
た
っ
て
本
件
国
内
出
張
を

し
た
後
、
一
日
お
い
た
だ
け
で
、
外
国
人
社
長
と
共
に
、
有
力
な
取
引
先
で
あ
る
英
国
会
社
と
の
取
引
拡
大
の
た
め
に
重
要
な
意
義
を
有

す
る
本
件
海
外
出
張
に
、
英
国
人
顧
客
に
同
行
し
、
一
四
日
間
に
六
つ
の
国
と
地
域
を
回
る
過
密
な
日
程
の
下
に
、
一
二
日
間
に
わ
た
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り
、
休
日
も
な
く
、
連
日
長
時
間
の
勤
務
を
続
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
Ｘ
に
は
通
常
の
勤
務
状
況
に
照
ら
し
て

異
例
に
強
い
精
神
的
及
び
肉
体
的
な
負
担
が
か
か
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
本
件
各
出
張
は
、
客

観
的
に
み
て
、
特
に
過
重
な
業
務
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
各
出
張
業
務
の
過
重
性
の
判

断
に
つ
い
て
は
、「
Ｘ
の
勤
務
状
況
（
通
常
業
務
）」
と
い
っ
た
個
別
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
「
客
観
的
」
に
総
合
判
断
す
る
と
い
う
判
断

枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
出
張
業
務
が
「
特
に
過
重
」
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
五
日
間
の
国
内

出
張
後
の
一
一
日
間
の
海
外
出
張
の
労
働
時
間
が
一
四
四．

五
時
間
（
時
間
外
労
働
六
二
時
間
、
休
日
労
働
二
日
）
と
い
う
業
務
の
量
的

な
負
荷
と
、
数
カ
国
に
わ
た
る
現
地
で
の
商
談
・
接
待
等
と
い
っ
た
業
務
の
質
的
な
負
荷
と
を
併
せ
考
え
た
場
合
、
か
な
り
過
密
な
業
務

で
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、「
通
常
の
勤
務
状
況
に
照
ら
し
て
異
常
に
強
い
精
神
的
及
び
肉
体
的
な
負
担
」
に
な
っ

た
と
い
う
最
高
裁
の
判
断
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
よ
う
（
一
審
・
原
審
と
異
な
り
、
最
高
裁
は
、
Ｘ
の
英
会
話
能
力
、
食
事
・
気
温
に
つ
い

て
は
特
に
問
題
と
し
て
い
な�
い�
）。

　

次
に
、
③
既
往
症
や
業
務
以
外
の
発
症
原
因
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
海
外
出
張

中
と
し
て
そ
の
期
間
全
体
が
業
務
性
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
本
件
に
お
い
て
は
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

　

さ
て
、
で
は
な
ぜ
一
審
及
び
原
審
と
最
高
裁
の
結
論
が
異
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
②
業
務
の
過
重
性
評
価
に

関
し
て
、
最
高
裁
は
次
に
み
る
よ
う
に
本
件
が
海
外
出
張
と
い
う
特
殊
状
況
で
あ
る
こ
と
を
最
大
限
考
慮
し
た
判
断
を
行
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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６．　

海
外
出
張
と
業
務
起
因
性

　

と
こ
ろ
で
、
本
件
は
、
海
外
出
張
と
い
う
特
殊
性
が
業
務
起
因
性
を
肯
定
し
や
す
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、

こ
れ
ま
で
海
外
出
張
と
業
務
起
因
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
、
そ
の
点
を
確
認
し
た
い
。

　

ま
ず
、
①
名
古
屋
南
労
基
署
長
（
矢
作
電
設
）
事
件
（
遺
族
補
償
年
金
給
付
等
不
支
給
処
分
取
消
請
求
事
件�
）
は
、
高
血
圧
の
基
礎
疾

患
を
有
す
る
セ
ー
ル
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
が
韓
国
出
張
中
に
脳
出
血
に
よ
り
死
亡
し
た
こ
と
に
つ
き
、
出
張
直
前
ま
で
の
業
務
に
よ
る
高
度
の

肉
体
的
精
神
的
負
担
と
疲
労
に
、
韓
国
出
張
に
よ
る
精
神
的
負
担
及
び
当
日
の
寒
冷
ス
ト
レ
ス
が
加
わ
り
、
こ
れ
ら
が
過
重
負
荷
と
な
っ

て
高
血
圧
症
を
自
然
的
経
過
を
超
え
て
増
悪
さ
せ
、
脳
出
血
を
発
症
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
業
務
起
因
性
が
肯
定
さ
れ
た
事
例

で
あ
る
。
②
加
古
川
労
基
署
長
（
神
戸
製
鋼
所
）
事
件
（
遺
族
補
償
給
付
等
不
支
給
処
分
取
消
請
求
事
件�
）
は
、
イ
ン
ド
に
出
張
し
て
通

訳
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
労
働
者
が
投
身
自
殺
し
た
こ
と
に
つ
き
、
同
人
は
自
殺
当
時
、
精
神
障
害
に
よ
る
心
身
喪
失
状
態
に
あ
っ

た
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
右
精
神
障
害
は
、
イ
ン
ド
勤
務
で
余
儀
な
く
さ
れ
た
同
国
で
の
生
活
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
が
蓄
積
し
て
い
た
こ

と
に
加
え
、
日
本
か
ら
の
技
術
指
導
員
の
宿
舎
を
め
ぐ
る
業
務
上
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
要
因
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生

し
た
心
因
性
の
精
神
障
害
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
業
務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
③
中
央
労
基
署
長
（
電
通
）
事
件
（
遺
族

補
償
給
付
等
不
支
給
処
分
取
消
請
求
事
件�
）
は
、
出
向
先
の
米
国
子
会
社
か
ら
東
京
に
出
張
中
の
広
告
代
理
店
従
業
員
の
、
く
も
膜
下
出

血
に
よ
る
死
亡
に
つ
い
て
、
同
人
が
従
前
か
ら
所
定
労
働
時
間
を
大
き
く
越
え
て
就
労
し
て
お
り
、
特
に
発
症
前
二
年
間
は
こ
の
傾
向
が

強
か
っ
た
こ
と
、
本
件
発
症
前
一
年
間
に
、
二
四
〜
三
〇
日
の
比
較
的
長
期
の
出
張
三
回
を
含
む
六
回
の
海
外
出
張
を
し
て
い
た
こ
と
、

発
症
一
〇
日
前
か
ら
の
東
京
出
張
に
お
い
て
も
極
度
の
睡
眠
不
足
と
時
差
ボ
ケ
の
状
態
で
東
京
に
赴
き
、
し
ば
し
ば
深
夜
に
及
ぶ
長
時
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間
、
多
数
回
の
面
談
、
会
食
等
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
、
期
待
さ
れ
た
成
果
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
所
属
部
門
閉
鎖
の
可
能
性
が
あ

り
、
東
京
出
張
に
思
い
つ
め
た
気
持
ち
で
望
ん
で
い
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
同
人
は
高
血
圧
の
う
え
に
飲
酒
・
喫
煙
の
嗜
好
を
有
し
て

い
た
も
の
の
、
本
件
発
症
時
の
高
血
圧
の
程
度
・
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
上
、
同
人
の
営
業
活
動
に
当
た
っ
て
は
飲
酒
を
伴
う
会
食
を
す

る
こ
と
が
有
益
で
あ
っ
た
た
め
に
飲
酒
の
機
会
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
飲
酒
が
本
件
発
症
に
あ
る
程
度
寄
与
し
た

と
し
て
も
業
務
に
内
在
す
る
危
険
と
無
関
係
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
か
ら
業
務
起
因
性
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
で
あ

る
。
④
静
岡
労
基
署
長
（
三
菱
電
機
静
岡
製
作
所
）
事
件
（
業
務
外
認
定
処
分
取
消
請
求
事
件�
）
は
、
家
庭
電
機
製
造
会
社
の
静
岡
工
場

で
製
品
製
造
に
従
事
し
て
い
た
従
業
員
が
、
東
京
近
郊
の
販
売
店
に
出
張
し
店
頭
販
売
業
務
に
従
事
中
脳
出
血
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
に

つ
き
、
同
人
の
脳
出
血
は
、
同
人
の
生
前
の
健
康
状
態
、
発
症
の
経
緯
、
死
亡
の
所
見
等
に
照
ら
す
と
、
隠
れ
た
脳
動
静
脈
血
管
等
の
奇

形
な
い
し
脳
動
脈
瘤
破
裂
に
よ
っ
て
発
症
し
た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
同
人
の
出
張
中
の
業
務
は
、
そ
の
勤
務
時
間
、
勤
務
中
の

状
態
、
通
勤
時
間
等
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
環
境
全
般
の
急
激
な
変
化
、
不
慣
れ
な
接
客
業
務
か
ら
く
る
精
神
的
な
負
担
等
に
よ
り
、
ス

ト
レ
ス
に
弱
い
資
質
を
有
す
る
同
人
に
対
し
て
身
体
的
、
精
神
的
に
過
重
な
負
荷
を
与
え
た
と
認
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
負
荷
に
よ
っ
て

前
記
の
同
人
の
身
体
的
素
因
で
あ
る
脳
動
脈
瘤
な
い
し
脳
動
静
脈
血
管
奇
形
を
急
激
に
増
悪
さ
せ
て
そ
の
破
裂
に
至
ら
し
め
、
脳
出
血
を

招
来
し
た
も
の
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
同
人
の
脳
出
血
の
発
症
及
び
そ
れ
に
よ
る
死
亡
に
つ
い
て
相
対
的
に
有
力
な
原
因
と
な

っ
た
と
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
同
人
の
出
張
中
の
業
務
と
そ
の
死
亡
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る

と
し
て
、
業
務
起
因
性
を
肯
定
し
た
事
例
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
、
海
外
出
張
と
い
う
特
殊
な
勤
務
状
況
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
比
較
的
容
易
に
業
務
起
因
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

（　

）
２６
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え
る�
。

四　

お
わ
り
に

　

以
上
、
作
業
関
連
疾
病
と
し
て
穿
孔
性
十
二
指
腸
潰
瘍
の
業
務
起
因
性
を
認
め
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
を
分
析
し
た
が
、
業
務
起
因

性
の
判
断
枠
組
み
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
作
業
関
連
疾
病
に
関
連
し
て
示
さ
れ
て
き
た
最
高
裁
の
判
断
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
、
①
基
礎
疾
病

等
の
既
往
症
の
状
態
、
②
業
務
の
過
重
性
、
③
既
往
症
や
業
務
以
外
の
発
症
原
因
が
な
い
こ
と
、
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
た
。
中
で
も
、
②
の
業
務
の
過
重
性
判
断
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
が
、
過
重
性
の
比
較
対
象
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
本
件
は
国
内
出
張

五
日
間
及
び
海
外
出
張
一
二
日
間
の
出
張
業
務
で
あ
っ
た
が
、
過
重
性
の
評
価
期
間
に
つ
い
て
も
、
特
に
明
言
し
て
お
ら
ず
、
様
々
な
事

情
を
考
慮
し
て
総
合
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
本
件
は
海
外
出
張
と
い
う
特
殊
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
Ｘ
が
貿
易
会
社
の
営
業
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
差
し
引
く
と
し
て
も
、
業
務
起
因
性
を
比
較
的
容
易
に
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た

と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
海
外
出
張
以
外
の
場
合
の
業
務
の
過
重
性
判
断
に
つ
い
て
は
、
本
件
の
よ
う
に
容
易
に

判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

他
方
、
作
業
関
連
疾
病
と
い
う
概
念
を
認
め
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
が
、
①
労
災
補
償
の
対
象
を
拡
大
す
る
、
②
労
災
認
定
に
あ
た
っ

て
は
個
体
差
を
重
視
す
る
、
③
労
災
認
定
基
準
の
再
検
討
を
促
す
、
と
い
っ
た
効
果
が
指
摘
さ
れ
て
い
る�
。
た
し
か
に
、
行
政
解
釈
に
お

い
て
も
、
た
と
え
ば
、
う
つ
病
に
よ
る
自
殺
の
業
務
上
認
定
の
行
政
実
務
の
た
め
の
判
断
指
針�
に
よ
れ
ば
、
①
心
理
的
負
荷
が
極
度
の
も

の
（
生
死
に
関
わ
る
自
己
へ
の
遭
遇
等
）、
②
療
養
中
に
発
病
し
た
精
神
障
害
（
業
務
上
の
傷
病
に
よ
り
約
六
ヶ
月
を
こ
え
て
療
養
中
の

（　

）
２７

（　

）
２８

（　

）
２９
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者
が
発
病
し
た
精
神
障
害
な
ど
）、
③
極
度
の
長
時
間
労
働
（
数
週
間
に
わ
た
り
生
理
的
に
必
要
な
最
小
限
度
の
睡
眠
時
間
が
確
保
で
き

な
い
ほ
ど
の
長
時
間
労
働
）
と
い
う
特
別
の
場
合
は
例
外
と
し
て
、
一
般
的
に
は
、
①
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
、
②
業
務
以
外
の
心
理

的
負
荷
、
③
個
体
側
要
因
を
検
討
し
、
そ
の
い
ず
れ
が
有
力
な
原
因
と
な
っ
て
発
病
し
た
の
か
を
心
理
的
負
荷
表
を
基
に
判
断
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り�
、
③
個
体
側
要
因
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
健
康
管
理
と
い

う
の
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
も
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
第
一
に
労
働
者
自
身
が
行
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
②
業
務
以
外
の
要
因

や
③
個
体
側
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
企
業
側
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
と
も
か
か
わ
り
、
定
期
健
康
診
断
結
果
以
外
に
は
容
易
に
知
り
得

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
の
よ
う
な
作
業
関
連
疾
病
を
業
務
上
の
疾
病
と
し
て
労
災
補
償
の
対
象
に
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

業
務
の
過
重
性
を
判
断
す
る
際
に
お
い
て
、
個
体
差
を
考
慮
す
る
前
に
、
業
務
に
よ
る
強
い
ス
ト
レ
ス
を
受
け
た
こ
と
を
証
明
す
る
客
観

的
な
基
準
が
必
要
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
は
、
労
災
補
償
と
と
も
に
、
労
使
双
方
の
労
災
予
防
・
健
康
管
理
が

ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
く
る
た
め
、
様
々
な
要
因
が
関
係
す
る
作
業
関
連
疾
病
に
つ
き
、
さ
ら
な
る
法
的
検
討
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　　　
（
１
）　

作
業
関
連
疾
病
は
、
一
九
七
六
年
第
二
九
回
Ｗ
Ｈ
Ｏ
総
会
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
労
働
者
の
健
康
・
安
全
衛
生
（
労
済
予
防
）
の
観
点

か
ら
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
石
田
眞
「
作
業
関
連
疾
患
」
講
座
二
一
世
紀
の
労
働
法
『
健
康
・
安
全
と
家
庭
生
活
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
八
八

�
八
九
頁
。

　
（
２
）　

作
業
関
連
疾
病
と
職
業
性
疾
病
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
保
原
喜
志
夫
・
山
口
浩
一
郎
・
西
村
健
一
郎
『
労
災
保
険
・
安
全
衛
生
の
す
べ
て
』（
有
斐
閣
、

一
九
九
八
年
）
八
六�
八
七
頁
〔
大
久
保
利
晃
執
筆
〕、
石
田
・
前
掲
注
（
１
）
論
文
八
八�
九
二
頁
、
西
村
健
一
郎
「
法
的
問
題
と
し
て
の
過
労
死
に
つ

（　

）
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い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二�
三
頁
参
照
。

　
（
３
）　

神
戸
東
労
働
基
準
監
督
署
長
（
ゴ
ー
ル
ド
リ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
）
事
件
・
最
三
小
判
平
成
一
六
・
九
・
七
判
時
一
八
七
三
号
一
六
二
頁
、
労
経
連
一
八
九

一
号
三
頁
、
労
判
八
八
〇
号
四
二
頁
。

　
（
４
）　

本
判
決
の
解
説
と
し
て
、
田
中
清
定
「
過
労
疾
病
に
関
す
る
最
近
の
最
高
裁
判
決
」
労
働
法
令
通
信
二
〇
〇
四
年
一
一
月
一
八
日
号
一
一
頁
以
下
、
水

島
郁
子
「
業
務
上
疾
病
と
業
務
起
因
性
―
神
戸
東
労
基
署
長
（
ゴ
ー
ル
ド
リ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
）
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
三

〇
頁
以
下
、
品
田
充
儀
「
海
外
出
張
の
過
労
に
よ
る
十
二
指
腸
潰
瘍
を
労
災
と
認
定
し
た
例
」
民
商
法
雑
誌
一
三
二
巻
第
四
・
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六

二
九
頁
以
下
、
水
野
圭
子
「
消
化
性
潰
瘍
の
業
務
上
・
外
認
定
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
一
〇
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
二
五
頁
以
下
が
あ
る
。

　
（
５
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
『
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
認
定
の
理
論
と
実
際　

上
巻
』（
労
務
行
政
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
）
一
二
七
頁
以
下
。

　
（
６
）　

東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
『
注
釈
労
働
基
準
法　

下
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
八
七
一
頁
以
下
〔
岩
村
正
彦
執
筆
〕、
田
中
・
前
掲
注
（
４
）

判
例
研
究
一
二
頁
参
照
。

　
（
７
）　

た
と
え
ば
、
岡
村
親
宜
「
業
務
上
・
外
の
認
定
基
準
」
角
田
邦
重
・
毛
塚
勝
利
・
浅
倉
む
つ
子
編
『
労
働
法
の
争
点　

第
三
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四

年
）
二
四
七�
二
四
八
頁
参
照
。

　
（
８
）　

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
・
前
掲
注
（
５
）
書
一
〇
〇
頁
。

　
（
９
）　

同
一
四
八
頁
。

　
（　

）　

熊
本
地
裁
八
代
支
部
廷
吏
事
件
・
最
二
小
判
昭
五
一
・
一
一
・
一
二
判
時
八
三
七
号
三
四
頁
。

１０

　
（　

）　

た
と
え
ば
、
小
畑
史
子
「
脳
血
管
疾
患
・
虚
血
性
心
疾
患
の
業
務
上
外
認
定
に
関
す
る
裁
判
例
―
『
共
働
原
因
』
と
『
相
対
的
に
有
力
な
原
因
』」
山
口

１１
浩
一
郎
他
編
『
労
働
関
係
法
の
国
際
的
潮
流
』
九
七
頁
（
信
山
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
・
前
掲
注
（
６
）
書
八
七
四
頁
参
照
。

　
（　

）　
「
心
理
的
負
荷
に
よ
る
精
神
障
害
等
に
係
る
業
務
上
外
の
判
断
指
針
に
つ
い
て
」
平
成
一
一
年
九
月
一
四
日
基
発
第
五
四
四
号
、「
脳
血
管
疾
患
及
び
虚

１２
血
性
心
疾
患
等
（
負
傷
に
起
因
す
る
も
の
を
除
く
）
の
認
定
基
準
」
平
成
一
三
年
一
二
月
一
二
日
基
発
第
一
〇
六
三
号
。

　
（　

）　

田
中
・
前
掲
注
（
４
）
判
例
研
究
一
三
頁
参
照
。

１３

　
（　

）　

松
丸
正
「
過
労
・
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
消
化
器
系
疾
患
の
労
災
認
定
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
〇
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
六
三
頁
参
照
。

１４
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（　

）　

水
島
・
前
掲
注
（
４
）
判
例
解
説
二
三
二
頁
参
照
。
最
高
裁
判
決
と
し
て
は
、
地
公
災
基
金
岡
山
県
支
部
長
﹇
倉
敷
市
職
員
﹈
事
件
・
最
二
小
判
平
成

１５
六
・
五
・
六
労
判
六
五
一
号
一
三
頁
、
大
館
労
基
署
長
﹇
四
戸
電
気
工
事
店
﹈
事
件
・
最
三
小
判
平
成
九
・
四
・
二
五
判
時
一
六
〇
八
号
一
四
八
頁
、
横

浜
南
労
基
署
長
﹇
東
京
海
上
横
浜
支
店
﹈
事
件
・
最
一
小
平
成
一
二
・
七
・
一
七
判
時
一
七
二
三
号
一
三
二
頁
な
ど
が
あ
る
。

　
（　

）　

な
お
、
胃
潰
瘍
ま
た
は
十
二
指
腸
潰
瘍
の
診
断
が
確
定
し
、
ピ
ロ
リ
菌
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
患
者
に
対
す
る
ピ
ロ
リ
菌
の
検
査
と
除
菌
治
療
に
つ
い
て

１６
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
一
日
以
降
、
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（「
ヘ
リ
コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
感
染
の
診
断
及
び
治
療
に
関
す
る

取
扱
い
に
つ
い
て
」
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
保
険
発
第
一
八
〇
号
な
ど
）。

　
（　

）　

岩
出
誠
「
海
外
出
張
中
の
十
二
指
腸
潰
瘍
が
労
災
と
な
る
か
」
ジ
ネ
ス
ガ
イ
ド
平
成
一
七
年
三
月
号
（
二
〇
〇
五
年
）�����������������������������

�����������������������������

１７�������

���������
参
照
。

　
（　

）　

品
田
・
前
掲
注
（
４
）
判
例
解
説
六
三
八�
六
三
九
頁
参
照
。

１８

　
（　

）　

同
六
三
八
頁
参
照
。

１９

　
（　

）　

詳
細
は
、
小
畑
史
子
「
過
労
死
の
業
務
上
外
認
定
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
七
号
一
〇�
一
一
頁
参
照
。

２０

　
（　

）　

な
お
、
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
の
業
務
起
因
性
の
認
定
基
準
（
前
掲
注
（　

）
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
短
期
間
の
過
重
業
務
と
し
て
、
出
張
の
多

２１

１２

い
業
務
を
あ
げ
、
出
張
中
に
お
け
る
睡
眠
を
含
む
休
憩
・
休
息
状
況
な
ど
の
詳
細
な
事
情
も
考
慮
す
べ
き
と
し
て
い
る
点
と
比
較
す
れ
ば
、
本
件
最
高
裁

判
決
は
、
業
務
の
過
重
性
に
つ
き
、
詳
細
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　
（　

）　

ま
た
、
業
務
の
過
重
性
自
体
が
「
確
た
る
」
発
症
原
因
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
本
件
発
症
へ
の
「
高
度
の
蓋
然
性
」（
最
高
裁
二
小
、
昭
和
五
〇
・
一

２２
〇
・
二
四
）
を
有
し
て
い
た
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
心
証
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
過
重
な
業
務
の
経
過
と
既
往
症
の
十
二
指

腸
潰
瘍
の
増
悪
か
ら
「
穿
孔
」
発
生
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
田
中
・
前
掲
注
（
４
）

判
例
研
究
一
五
頁
）。

　
（　

）　

名
古
屋
地
判
平
成
六
・
八
・
二
六
判
タ
八
六
〇
号
一
六
七
頁
、
名
古
屋
高
判
平
成
八
・
一
一
・
二
六
判
タ
九
三
八
号
一
二
二
頁
。

２３

　
（　

）　

神
戸
地
判
平
成
八
・
四
・
二
六
判
タ
九
二
六
号
一
七
一
頁
。

２４

　
（　

）　

東
京
地
判
平
成
一
三
・
五
・
三
〇
労
判
八
一
三
号
四
二
頁
。

２５

四
一
一

作
業
関
連
疾
病
と
労
災
補
償�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
二
○
三
七
）



　
（　

）　

静
岡
地
判
平
成
三
・
一
一
・
一
五
判
タ
七
七
三
号
二
七
四
頁
。

２６

　
（　

）　

海
外
出
張
で
は
な
く
、
国
内
出
張
を
含
む
連
続
勤
務
を
し
た
営
業
社
員
の
急
性
心
筋
梗
塞
に
よ
る
死
亡
に
つ
き
業
務
起
因
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
と

２７
し
て
、
中
央
労
基
署
長
（
三
井
東
圧
化
学
）
事
件
・
東
京
高
判
平
成
一
四
・
三
・
二
六
労
判
八
二
八
号
五
一
頁
が
あ
る
。
本
件
で
は
、
労
働
時
間
も
内
勤
時

も
出
張
中
も
長
時
間
労
働
と
は
ほ
ど
遠
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
が
、
業
務
上
の
過
重
性
判
断
に
際
し
て
、
労
働
時
間
と
併
行
し
て
出
張
（
特
に
連
続
出
張
あ

る
い
は
連
鎖
出
張
）
に
独
自
的
評
価
が
な
さ
れ
、
業
務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
山
口
浩
一
郎
「
出
張
を
含
む
連
続
勤
務
を
し

た
営
業
社
員
の
急
性
心
筋
梗
塞
に
よ
る
死
亡
と
業
務
起
因
性
―
中
央
労
基
署
長
（
三
井
東
圧
化
学
）
事
件
・
東
京
高
判
平
成
一
四
・
三
・
二
六
労
判
八
二

八
号
五
一
頁
」
月
刊
「
ろ
う
さ
い
」
二
〇
〇
二
年
一
一
月
号
四�
七
頁
参
照
）。

　
（　

）　

石
田
・
前
掲
注
（
１
）
論
文
一
〇
七�
一
〇
八
頁
、
水
野
・
前
掲
注
（
４
）
判
例
解
説
二
三
〇�
二
三
二
頁
参
照
。

２８

　
（　

）　

前
掲
注
（　

）
参
照
。

２９

１２

　
（　

）　

職
場
に
お
け
る
出
来
事
を
分
類
し
て
こ
れ
に
平
均
的
な
評
価
点
数
を
ふ
し
（「
職
場
に
お
け
る
心
理
的
負
荷
評
価
表
」）、
そ
れ
に
つ
い
て
の
関
連
事
項

３０
（
仕
事
の
量
、
質
、
責
任
、
裁
量
性
等
）
を
「
変
化
」
と
し
て
考
慮
し
、
業
務
の
過
重
性
を
判
定
す
る
。
心
理
的
負
荷
が
「
強
」
と
判
定
さ
れ
た
も
の
が
、

業
務
以
外
の
心
理
的
負
荷
（
病
気
、
ケ
ガ
、
離
婚
、
別
居
等
）
や
個
体
側
要
因
（
既
往
症
、
性
格
傾
向
等
）
が
な
い
場
合
に
、
業
務
上
と
判
断
さ
れ
る
。

四
一
二

作
業
関
連
疾
病
と
労
災
補
償�

同
志
社
法
学　

五
七
巻
六
号

　
（
二
○
三
八
）


